第51回村民文化祭展示部門募集要項

１．趣　　旨　　村内の文化の向上と普及をはかるため、村民文化祭・展示部門を

　　　　　　　　　　　開催し、その創作活動を活発にすることを目的とする。

２．開催期間　　令和7年10月25日（土）　午前9時から午後5時
　　　　　　　　令和7年10月26日（日）　午前9時から午後12時頃
（※発表の部終了まで）
３．会　　場　　村民ふれあいホールロビー及び中学校校舎廊下

４．申込締切　　令和7年10月15日（水）午後5時00分まで

　　　　　　　　　　　出品希望者は忍野村教育委員会へ申込書を持参して下さい。

５．搬入飾付　　令和7年10月24日（金）午後1時30分開始　午後6時00分終了
６．出品資格　　村内在住者（中学生以下は保護者を通じて出品して下さい。）

　　　　　　　　　　　個人・団体を問いません。

裏面につづく
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第51回　村民文化祭申込書

	作品種目
	手芸・書道・俳句・短歌・水墨画・刻字・篆刻・ちぎり絵・絵画・
生け花・写真・盆栽

その他（　　　　　　　　　　）
	ふりがな

氏　名
	

	作品の大きさ
	Cm×　　　Cm×　　　Cm
	住　所
	

	点　　数
	　　　　　　　　　点
	電話番号
	

	団体名
	　　　　　　　　　　
	備　考
	


７．作品規格　　手　　　芸　⇒　なるべく大きな作品は控え一人２点まで。
書　　　道　⇒　軸装、額装で二尺×八尺までで一人２点まで。
俳句・短歌　⇒　短冊により、それぞれ一人２点まで。
水　墨　画　⇒　額装で半切程度まで一人２点まで。
刻　　　字　⇒　半切程度で一人２点まで。
ちぎり絵　　⇒　色紙による額装で一人１点まで。
絵　　　画　⇒　50号以上は一人１点、それ以下は一人２点まで。
生　け　花　⇒　一人１点まで。
写　　　真　⇒　全紙までで一人２点まで。
盆　　　栽　⇒　一人２点まで。
篆　　　刻　⇒　一人２点まで。

・その他展示できる作品を広く募集します。

・申込書と引き換えに出品票をお渡しします。作品に必ず貼付して

下さい。
８．搬　　出　　　令和7年10月26日（日）閉会後　撤去搬出してください。
　　その後になるものの作品は保管の責任を負いません。

　　　　　　　　　自分の作品の搬出と同時に片付けの手伝いもお願いします。

９．そ の 他　　学校施設を使用しますので、必ず時間厳守でお願いします。
　　　　　　　　
注意事項
　　・搬入搬出時の清掃にご協力お願いします。
　　・発表の部終了時刻はあくまで目安です。搬出の際は、はやめのご来場をお願いします。
　　・搬入搬出が終わった際、可能な限り他の方のお手伝いにご協力をお願いします。

問い合わせ　　忍野村教育委員会　　TEL　８４－２０４２

主催　忍野村文化協会
後援　忍野村教育委員会
